
　

証券コード 8426
平成22年６月10日

株 主 各 位
東京都千代田区九段南四丁目２番11号

ニッシン債権回収株式会社
代表取締役社長 森 泉 浩 一

第９期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社第９期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいま

すようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討下さいまし
て、平成22年６月24日（木曜日）午後６時までに議決権を行使していただきますよう
お願い申し上げます。
〔書面による議決権の行使の場合〕
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月24日

（木曜日）午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
〔電磁的方法（インターネット）による議決権の行使の場合〕
パ ソ コ ン か ら 議 決 権 行 使 サ イ ト （http://www.it-soukai.com 又 は

https://daiko.mizuho-tb.co.jp）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙
に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内
にしたがって、平成22年６月24日（木曜日）午後６時までに賛否をご入力下さいます
ようお願い申し上げます。なお、詳細は巻末の「インターネットでの議決権行使につ
いて」をご覧下さい。

敬 具
記

1. 日 時 平成22年６月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区九段北４丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷 ５階「穂高」
（当社は平成21年６月26日をもって、本店を東京都新宿区から
東京都千代田区に移転しましたので、株主総会の開催場所を上
記のとおり変更いたしました。ご来場の際は、末尾の株主総会
会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意願
います。）

3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第９期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
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2. 第９期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書
類の内容報告の件

決議事項
　議 案 取締役７名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
(1) 議決権行使書面に議案に対する賛否の表示のない場合は、賛成の表示があった
ものとして取扱いいたします。

(2) インターネットと書面両方で議決権行使された場合は、インターネットを有効
とします。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下
さいますようお願い申し上げます。

◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nissin-servicer.co.jp)に掲載させていただきます。
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(添付書類)

事  業  報  告

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、世界的な金融市場の混乱を背景とした

景気低迷が続くなか、輸出および生産の増加や企業収益の改善など一部に持ち直

しの動きが見られるものの、なお自律的回復力は弱く、失業率も高水準にあるな

ど雇用、所得環境は依然厳しく、また、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響な

どの不安要素も少なくなく、景気の先行きについての不透明感は払えないまま推

移しております。

当社グループにおきましても、金融市場の信用収縮の長期化、不動産市場の低

調な推移などの影響により、事業環境は依然厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、資産と負債の圧縮及びコストの削減、

受託業務の拡大等による資金効率を高めた収益構造への転換を図ることを重点課

題とし、経営改善に努めております。

当連結会計年度の営業収益につきましては、急激な経済環境の変化により金融

機関による不良債権処理が減少していることから、新たな不良債権の買取は低調

に推移いたしましたが、既存保有債権の回収、買取不動産の売却並びに受託業務

の拡大に努めたことから、買取債権回収高は5,205百万円(前連結会計年度比38.7%

減)、不動産売上高は4,632百万円(同37.7%増)となり、また、不動産賃貸収入及び

受託手数料を主とする、その他の収益1,999百万円(同13.6%増)を合わせ、合計で

は11,837百万円(同13.0%減)となりました。

営業費用につきましては、買取債権回収高に伴う債権買取原価3,845百万円(同

37.7%減)、不動産売却に伴う不動産売上原価4,456百万円(同33.7%減)となり、そ

の他の原価153百万円(同35.1%減)を合わせ、合計では8,455百万円(同35.6%減)と

なりました。この結果、営業総利益は3,381百万円(同596.5%増)となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、組織のスリム化や本社移転等によるコ

スト削減、また新たな債権買取が減少するなか既存債権の回収が順調に推移し貸

倒引当金の繰り入れ額が減少したことなどから、主に給料手当は208百万円(同

54.5%減)、貸倒関連費用は351百万円(同87.5%減)となり、合計1,672百万円(同

62.8%減)となりました。この結果、営業利益は1,709百万円(前連結会計年度は営

業損失△4,006百万円)となりました。
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営業外収益は、主に受取利息及び配当金76百万円（前連結会計年度比269.1％

増）及び受取手数料51百万円の計上により、合計で191百万円(同110.9%増)となり

ました。営業外費用につきましては、調達コストは上昇したものの借入返済が進

んだことから、支払利息は1,713百万円(同28.7%減)となり、合計1,860百万円(同

33.9%減)となりました。この結果、経常利益は40百万円(前連結会計年度は経常損

失△6,729百万円)となりました。

また、特別利益23百万円(前連結会計年度比25.3%減)、特別損失19百万円（同

96.8%減）法人税等関連費用24百万円(同98.5%減)、連結子会社㈲ジェイ・ワン・

インベストメンツ等の欠損金の繰戻還付請求による法人税等還付税額△503百万

円、少数株主利益117百万円の計上により、当期純利益は406百万円(前連結会計年

度は当期純損失△8,856百万円)となりました。

(2) 資金調達の状況

（単位：百万円）

区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

短期借入金 22,897 4,570 11,397 16,120

長期借入金 8,431 4,085 6,436 6,095

社債 750 ─ 250 500

合計 32,078 8,656 18,083 22,715

（注）運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この
契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 7,660 百万円

借入実行金額 △7,053 百万円

差引額 607 百万円

(3) 設備投資等の状況

当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は6百万円であり、その

主なものは、事務所移転に伴う有形固定資産の取得4百万円によるものでありま

す。
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(4) 財産及び損益の状況の推移

（単位：百万円）

期 別 第 ６ 期 第 ７ 期 第 ８ 期
第 ９ 期

(当連結会計年度)

決 算 年 月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

営 業 収 益 31,690 27,859 13,610 11,837

経 常 利 益 5,192 3,245 △6,729 40

当 期 純 利 益 2,711 1,258 △8,856 406

１株当たり当期純利益 2,509円80銭 1,157円94銭 △7,799円37銭 166円66銭

総 資 産 62,470 56,717 36,709 30,719

純 資 産 9,758 10,555 3,701 7,238

自 己 資 本 比 率 13.7％ 15.8％ 1.9％ 10.0％

１ 株 当 た り 純 資 産 額 7,895円48銭 8,204円92銭 402円54銭 559円88銭

(注) 1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2. 平成18年４月１日付で、１株につき２株の割合をもって株式分割しております。

(5) 対処すべき課題

金融市場、不動産市況の低迷等の影響から、当社グループの事業環境及び財務

環境は厳しい状況が続くなか、現在の資産と負債の圧縮並びにコストの削減に努

め、これまで培ってきた債権管理回収業務及び不動産関連業務に関するノウハウ

を十分に生かし、自己投資による収益とフィービジネスによる収益のバランスの

とれた業務運営を推進し、資金効率を高めた収益構造への転換を図ることが最優

先の経営課題であると認識しております。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、特に下記の課題に重

点をおき対処していく方針であります。

①資産と負債の圧縮

　既存の買取債権の回収及び売却の促進による、取引金融機関からの借入金返済

財源の確保

②資金効率を高めた収益構造への転換

　債権回収業務及び不動産関連業務に関する受託業務、アドバイザリー業務の拡

大により、有利子負債調達に過度に依存せず安定的な収益を獲得

③固定費の圧縮による経費削減

　現状の事業規模に見合った組織体制構築等による経費削減

④新規事業の開発
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　将来の収益基盤の拡大を図るため、債権管理回収業務及び不動産関連業務に関

するノウハウを十分に生かした新規事業を開発

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。

(6) 主要な事業内容

当社グループは、当社及び連結子会社17社、持分法適用関連会社９社を含めた

計26社で構成されており、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権管理

回収業を主たる事業内容として展開しております。

当社は、平成13年７月に設立された債権回収会社であり、平成13年10月に法務

大臣から債権管理回収業に関する特別措置法（以下「サービサー法」という。）に

基づく債権管理回収業の営業許可を受け業務を開始いたしました。

当社グループの事業は、サービサー法に規定されている金融機関等が有する貸

付債権等の金銭債権（以下「特定金銭債権」という。）の買取及び当該買取債権の

管理回収に関する業務が主体であります。サービサー法に基づく債権回収会社の

業務は、自己の投資判断と資金により買取した債権の管理回収業務と、債権へ投

資した第三者からの債権管理回収受託業務とに大別されますが、当社は、自己買

取及び管理回収事業をコアビジネスとして展開しております。

また、当社グループは、他の投資家と共同で特定金銭債権の共同買取業務等を

行っており、当社は当社グループ会社が買取した債権の管理回収業務の受託業務

も行っております。

(7) 主要な営業所

　 ① 当社の営業所等

営業所等の名称 設備の内容 所 在 地

本社 事務所 東京都千代田区
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　 ② 主な子会社の営業所等

子会社の名称 営業所等の名称 設備の内容 所 在 地

㈲ジェイ・ワン・インベストメンツ 本社 事務所 東京都千代田区

㈲ミヤコキャピタル 本社 事務所 東京都千代田区

㈲ジェイ・ツー・中国投資 本社 事務所 東京都千代田区

(8) 従業員の状況

平成22年３月31日現在

区 分 債権投資・管理回収部門 合 計

従業員数（名）
59
(2)

59
 (2)

(注) 1. 従業員数には、他の会社よりの出向者が27名含まれております。
2. 従業員数欄の（ ）は、臨時従業員数の年間平均雇用人員であり、外書で記載しておりま

す。
3. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いておりま

す。

　(9) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資   本   金
当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

（百万円） (％)

㈲ジェイ・ワン・インベストメンツ 3 100.0 投資・不動産関連事業

㈲ ミ ヤ コ キ ャ ピ タ ル 3 100.0 債権買取

㈲ ジ ェ イ ・ ツ ー ・ 中 国 投 資 3 100.0 投資事業

ジャパン.インキュベ－ション.ファンドⅣ投資事業組合 1,374 97.7 投資事業

他13社 ― ― ―
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③ 重要な関連会社の状況

会 社 名 資   本   金

（百万円）

当 社 の

議決権比率

(％)

主要な事業内容

㈲ シ ー ・ エ ヌ ・ キ ャ ピ タ ル 3 50.0 債権買取

㈲ シ ー ・ エ ヌ ・ ツ ー 7 50.0 債権買取

㈲ シ ー ・ エ ヌ ・ ス リ ー 6 50.0 債権買取

㈲ シ ー ・ エ ヌ ・ フ ォ ー 6 50.0 債権買取

㈲シー・エヌ・インベストメンツ 3 50.0 不動産関連事業

ス ト ラ テ ッ ク ㈱ 100 43.0 企業再生ファンドの運営等

他３社 ― ― ―

④ 企業結合の経過

　前連結会計年度まで連結範囲に含めていた㈱ニコラスコーポレーションが事

業終了に伴い清算結了したため、当連結会計年度末において連結の範囲より除

外しております。なお、清算結了時までの損益計算書を連結しております。

　(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

日 本 振 興 銀 行 株 式 会 社 11,328百万円

中 小 企 業 債 権 回 収 機 構 株 式 会 社 5,400

中 小 企 業 保 証 機 構 株 式 会 社 817

中 小 企 業 信 販 機 構 株 式 会 社 500

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 2,119
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(11) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使

に関する方針

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な対策として位置付け、利益

の状況や将来の事業展開などを総合的に判断しながら配当による利益還元を行っ

ていくこととしており、グループ経営の成果指標である連結当期純利益に応じた

配当を、中間及び期末の年２回実施することを基本方針としております。

　しかしながら、当連結会計年度におきましては、経営改善施策の進捗により連

結当期純利益を計上できたものの、繰越欠損金の解消には至っていないことから、

株主の皆様には大変申し訳なく存じますが、当期及び次期の配当金につきまして

は見送ることとさせていただきます。今後につきましては早期の復配を実現すべ

く、更なる経営改善を図り安定的に利益が計上できる収益構造を構築してまいり

ます。

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 普通株式 3,200,000株

第１回第一種優先株式 20,000株

第２回第一種優先株式 10,000株

第３回第一種優先株式 10,000株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 1,712,440株

第１回第一種優先株式 20,000株

(3) 当期末株主数 普通株式 7,497名

（前期末比△207名）

第１回第一種優先株式 1名

（前期末比─名）
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　(4) 大株主

株 主 名

持 株 数
持 株 比 率

（％）普通株式

第１回

第一種

優先株式

合計株式

株式会社インデックス・ホールディングス 312,500株 ─ 312,500株 18.04

中 小 企 業 信 販 機 構 株 式 会 社 312,500株 ─ 312,500株 18.04

Ｎ Ｉ Ｓ グ ル ー プ 株 式 会 社 252,278株 ─ 252,278株 14.56

中 小 企 業 保 証 機 構 株 式 会 社 152,270株 20,000株 172,270株 9.94

中 小 企 業 信 用 機 構 株 式 会 社 153,139株 ─ 153,139株 8.84

株式会社関西フィナンシャル・ポート 77,000株 ─ 77,000株 4.44

株式会社ＮＩＳリアルエステート 75,270株 ─ 75,270株 4.34

日 本 振 興 銀 行 株 式 会 社 54,300株 ─ 54,300株 3.13

合 田 益 己 22,296株 ─ 22,296株 1.29

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 20,000株 ─ 20,000株 1.15

3. 会社の新株予約権等に関する事項

  (1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予

約権等の内容の概要

該当事項はありません。

  (2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価と

して交付された新株予約権等の内容の概要

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏名 担当又は主な職業 重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長
兼 執 行 役 員

合 田 益 己

代 表 取 締 役 副 社 長
兼 執 行 役 員

蜂 須 賀 丈 晴

常 務 取 締 役
兼 執 行 役 員

山 口 達 也 経 営 管 理 部 長

常 務 取 締 役
兼 執 行 役 員

森 泉 浩 一 投 資 事 業 部 長

取 締 役
兼 執 行 役 員

豊 嶋 秀 直 弁 護 士

取 締 役 清 水 克 敏

中小企業不動産機構株式会社
代表取締役
SME不動産販売株式会社

代表取締役

取 締 役 小 室 康 二
日本振興銀行株式会社
使用人

取 締 役 寺 崎 洋 二

中小企業不動産機構株式会社
社外監査役
SME不動産販売株式会社
監査役

取 締 役 今 村 和 夫
中小企業債権回収機構株式会社
使用人

取 締 役 丸 山 宏 幸
中小企業債権回収機構株式会社
使用人

取 締 役 安 田 兼 人
中小企業債権回収機構株式会社
使用人

監 査 役 白 石 幸 雄

監 査 役 山 田 啓 之 税 理 士

監 査 役 出 元 英 伸
中小企業信用機構株式会社
社外監査役

(注) 1. 当期中の取締役及び監査役の異動
　 （1）就任

　平成21年６月26日開催の第８期定時株主総会において、出元英伸氏は監査役に新た
に選任され、就任いたしました。

　 （2）退任
　監査役末永俊幸氏は、一身上の都合により、平成21年６月26日開催の第８期定時株
主総会終結の時をもって、辞任いたしました。
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2. 平成22年４月13日をもって次のとおり異動がありました。

氏名 新 旧

合 田 益 己
代 表 取 締 役 会 長
兼 執 行 役 員

代 表 取 締 役 社 長
兼 執 行 役 員

森 泉 浩 一
代 表 取 締 役 社 長
兼執行役員投資事業部長

常 務 取 締 役
兼執行役員投資事業部長

蜂 須 賀 丈 晴
取 締 役 副 社 長
兼 執 行 役 員

代 表 取 締 役 副 社 長
兼 執 行 役 員

3. 取締役豊嶋秀直氏は、債権管理回収業に関する特別措置法第５条第４項に定める取締役
弁護士であります。

4. 取締役小室康二、寺崎洋二、今村和夫、丸山宏幸、安田兼人の各氏は、社外取締役であ
ります。

5. 監査役山田啓之、出元英伸の両氏は、社外監査役であります。
6. 監査役山田啓之氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。

　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分 人数 報酬等の額 摘要

取締役 ５人 42百万円

監査役 ３人 ９百万円

合計 ８人 51百万円

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成13年８月２日開催の臨時株主総会において、年額150百万円以

内（ただし、使用人分は含まない）、及び平成18年６月23日開催の第５期定時株主総会にお
いて、当該取締役報酬限度額とは別枠として、ストック・オプションとして割り当てる新
株予約権に係る報酬等の枠、年額50百万円以内（ただし、使用人分は含まない）と決議い
ただいております。

3. 監査役の報酬限度額は、平成13年８月２日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以
内と決議いただいております。

4. 報酬等の額には、取締役及び監査役に対する役員賞与805千円が含まれております。
5. 期末現在の人員は取締役11名、監査役３名であります。取締役及び監査役の支給人員と相

違しているのは、無報酬の取締役１名、社外取締役５名、社外監査役１名が存在しており、
平成21年６月26日開催の株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名を含んでいる
ためであります。
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　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 他の法人等の業務執行者との兼職状況

区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容

社外取締役 小 室 康 二 日本振興銀行株式会社 使用人

社外取締役 今 村 和 夫 中小企業債権回収機構株式会社 使用人

社外取締役 丸 山 宏 幸 中小企業債権回収機構株式会社 使用人

社外取締役 安 田 兼 人 中小企業債権回収機構株式会社 使用人

(注) 当社は日本振興銀行株式会社及び中小企業債権回収機構株式会社との間に、資金の借入等の
 取引関係があります。

　 ② 他の法人等の社外役員との兼任状況

区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容

社外取締役 寺 崎 洋 二 中小企業不動産機構株式会社 社外監査役

社外監査役 出 元 英 伸 中小企業信用機構株式会社 社外監査役

(注) 1. 当社の子会社は、中小企業不動産機構株式会社との間に、不動産売買等の取引関係があり
ます。

2. 当社は中小企業信用機構株式会社との間に、資本及び業務提携に関する基本合意を締結し
ており、同社は当社株式の8.84％を保有する大株主であります。

　 ③ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容

社外取締役 寺 崎 洋 二 SME不動産販売株式会社 監査役

(注) 当社の子会社は、SME不動産販売株式会社との間に、業務委託契約の取引関係があります。

　 ④ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

該当事項はありません。
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　 ④ 社外役員の主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 小 室 康 二
当事業年度中に開催の取締役会23回中23回に出
席し、主に銀行業務に関する豊富な経験を活か
した発言を適宜行っております。

取締役 寺 崎 洋 二

当事業年度中に開催の取締役会23回中18回に出
席し、主に銀行業務、経営管理業務に関する豊
富な経験を活かした発言を適宜行っておりま
す。

取締役 今 村 和 夫

当事業年度中に開催の取締役会23回中23回に出
席し、主に銀行業務、債権管理回収業務に関す
る豊富な経験を活かした発言を適宜行っており
ます。

取締役 丸 山 宏 幸

当事業年度中に開催の取締役会23回中18回に出
席し、主に銀行業務、債権管理回収業務に関す
る豊富な経験を活かした発言を適宜行っており
ます。

取締役 安 田 兼 人

当事業年度中に開催の取締役会23回中19回に出
席し、主に銀行業務、債権管理回収業務に関す
る豊富な経験を活かした発言を適宜行っており
ます。

監査役 山 田 啓 之

当事業年度中に開催の取締役会23回中17回、監
査役会14回中13回に出席し、主に税理士として
の専門的見地からの発言を適宜行っておりま
す。

監査役 出 元 英 伸

平成21年６月の就任後、当事業年度中に開催の
取締役会17回中17回、監査役会10回中10回に出
席し、主に銀行業務、検査業務の豊富な経験を
活かした発言を適宜行っております。

　 ⑤ 責任限定契約に関する事項

　当社は、社外取締役については平成16年６月18日開催の第３期定時株主総会、

社外監査役については平成18年６月23日開催の第５期定時株主総会において、

それぞれ定款を変更し、責任限定契約に関する規定を設けております。

(a) 社外取締役の責任限定契約

　社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職

務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金10百万円又は

法令の定める額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものと

する。

(b) 社外監査役の責任限定契約

　社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職

務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金10百万円又は

法令の定める額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものと

する。
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　 ⑥ 社外役員の報酬等の総額

区分 人数 報酬等の額
当社の子会社からの

役員報酬等

社外取締役 ５人 ─百万円 ─百万円

社外監査役 ２人 ３百万円 ─百万円

合計 ７人 ３百万円 ─百万円

5. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

　 三優監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 項目 金額

①報酬等の額 18百万円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18百万円

（注）当社と会計監査人との間の契約において会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監
査報酬の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、①の金額には金融商品取引
法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しております。

　(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合

には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任するものといたします。この

場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

解任の旨及びその理由を報告するものといたします。

　この他、監査役が、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認める場

合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とすることを、取締役会

に対し請求し、又は、取締役会に同意を求められたときは同意するものといたし

ます。
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6. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

　(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

コンプライアンス体制確立のため、以下のとおり体制を整備することとする。

　 ①「経営管理部」をコンプライアンス担当部門とし、コンプライアンス規程等

の整備とその運用を図る。

　 ②「内部監査部」は、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止及

びその改善を行う。

　 ③「経営管理部」は、「内部監査部」、「事務管理部」、「法務部」と連携し、コン

プライアンスの全取締役及び使用人への浸透を図るため、定期的な研修を行

う。

　(2) 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に関する情報及び文書の取扱いについて、法令で作成・保

管が義務づけられている情報及び文書の他、会社の重要な意思決定、及び重要な

業務執行に関する情報及び文書等に関して、「文書管理規程」「文書管理細則」に

基づき、適切に保存及び管理するものとする。また、これらの規程を必要に応じ

て改訂し、又は関連規程等との調整を図るものとする。

　(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 ①「経営管理部」をリスク管理統括部門とし、リスク管理規程等の整備とその

運用を図る。

　 ②「経営管理部」は、関連部門と連携して当社グループ全体のリスクを網羅

的・総括的に管理する。

　 ③ 新たに生じたリスクに対応するため、必要に応じ、社長から全社に示達する

とともに、速やかに対応責任者となる取締役又は部署長を定める。

　 ④ リスクその他重要事実の開示体制については、「内部者取引管理規程」に定

める当社内部情報の管理に基づき体制を整備する。

　 ⑤「経営管理部」は、全取締役及び使用人について研修を実施し、リスク管理

に関する個々の意識醸成を促す。
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　(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会の経営戦略決定を受けて、迅速に職務を執行できる体制を構築し、経

営・監督と業務執行の責任と権限を明確化する。

　 ① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する

重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。

　 ② 取締役会は、事業環境の動向を踏まえた経営方針に基づき事業計画を策定

し、各部門においては、計画達成に向け具体的な行動計画を立案する。

　 ③ 通常の職務遂行については、「職務権限規程」「業務分掌規程」に基づき、権

限と責任を明確化する。

　(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループにおける業務の適正を確保するため、以下のとおり体制を整備するこ

ととする。

　 ①「経営管理部」は、グループの業務の円滑化を図るとともに、「関連会社管理

規程」等グループ管理に関する諸規程に従い、グループ管理体制の整備を行

う。

　 ②「内部監査部」は、定期的にグループ会社の監査（業務監査、内部統制監査

等）を行うこととし、業務の適正化を推進する。

　(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

監査役は、必要に応じて監査役を補佐する専任スタッフを配置することができ

る。また、「内部監査部」を中心とした関係各部門は監査役をサポートする。

　(7) 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

監査役を補佐する専任スタッフに関する人事異動、人事評価、懲戒処分等につ

いては、監査役会の承認を得なければならないものとする。

　(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制

　 ① 全取締役及び使用人は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に従い、

各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

　 ② 前項の報告・情報提供として主なものは、以下のとおりとする。

       ・ 法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発

見したときは当該事実
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　 ・ 内部統制システムの構築状況及び運用状況

・ 内部監査部の活動状況

・ 内部通報制度の運用状況及び通報内容

・ 業績及び業績予想の内容及び財務報告に関する重要開示事項の内容

・ 当社の重要な会計方針及び会計基準の変更及びその影響

　(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役による実効的な監査のため、以下の事項を確保するものとする。

　 ①「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、監査役の経営会議その

他の重要な会議への出席等、会社の重要情報に対する監査役のアクセスを保

障する。

　 ② 監査役会が、その職務を遂行する上で必要とされるときは会計士等の外部専

門家の助言等を受けることができることを保障する。

　(10) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

反社会的勢力による不当要求等に対する対応統括並びに責任部署を経営管理部

人事総務課とし、情報を一元管理し、反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備

に努めております。また、同部署は日頃より管轄警察署との関係構築に努めてお

り、反社会的勢力の関与が発生した際には、速やかに連絡をし対応することとし

ております。

債権管理回収業を行うにあたっては「債権回収マニュアル」に「暴力団等の特殊団

体介入時の応対心構え」を定め、社内外の関係部署と協力しながら、債権管理回収

業務への反社会的勢力の参入排除に努めることとしております。

なお、当社は「警視庁管内サービサー暴力団排除協議会」(債権回収業の営業許可

を受けたものは入会が義務付けられております）の会員であり、同会が定期的に

開催する研修に参加し反社会的勢力の情報収集や不当要求に対する具体的な対応

要領等の講習を受講しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) この事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てしております。また、比

率については表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成22年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 26,542 流 動 負 債 19,712

現 金 及 び 預 金 2,343 短 期 借 入 金 16,120

買 取 債 権 16,673 １年内返済予定の長期借入金 2,357

そ の 他 の 営 業 債 権 924 １年内償還予定の社債 500

買 取 不 動 産 8,611 未 払 法 人 税 等 13

そ の 他 1,290 そ の 他 721

貸 倒 引 当 金 △3,301 固 定 負 債 3,769

固 定 資 産 4,177 長 期 借 入 金 3,738

有 形 固 定 資 産 5 そ の 他 30

建 物 2 負 債 合 計 23,481

工具、器具及び備品 3 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 13 株 主 資 本 3,037

投資その他の資産 4,158 資 本 金 3,036

投 資 有 価 証 券 3,964 資 本 剰 余 金 2,822

関連会社長期貸付金 133 利 益 剰 余 金 △2,821

そ の 他 60 評価・換算差額等 42

その他有価証券評価差額金 42

新 株 予 約 権 68

少数株主持分 4,090

純 資 産 合 計 7,238

資 産 合 計 30,719 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,719

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

Ⅰ 営 業 収 益

買 取 債 権 回 収 高 5,205

不 動 産 売 上 高 4,632

そ の 他 の 収 益 1,999 11,837

Ⅱ 営 業 費 用

債 権 買 取 原 価 3,845

不 動 産 売 上 原 価 4,456

そ の 他 の 原 価 153 8,455

営 業 総 利 益 3,381

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,672

営 業 利 益 1,709

Ⅳ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 76

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 48

受 取 手 数 料 51

そ の 他 16 191

Ⅴ 営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,713

そ の 他 146 1,860

経 常 利 益 40

Ⅵ 特 別 利 益

　 新 株 予 約 権 戻 入 益 2

　 本 社 移 転 損 失 引 当 金 戻 入 額 7

　 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 13 23

Ⅶ 特 別 損 失

　 固 定 資 産 除 却 損 0

　 投 資 有 価 証 券 評 価 損 19 19

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 44

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 5

法 人 税 等 還 付 税 額 △503

法 人 税 等 調 整 額 19 △478

少 数 株 主 利 益 117

当 期 純 利 益 406

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成21年3月31日残高 2,036 1,822 △3,169 689

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 1,000 1,000 ─ 2,000

当 期 純 利 益 ─ ─ 406 406

持分法の適用範囲の変動 ─ ─ △58 △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─ ─

連結会計年度中の変動額合計 1,000 1,000 347 2,347

平成22年3月31日残高 3,036 2,822 △2,821 3,037

　 (単位：百万円)

評価・換算差額等
新株予約権

少 数 株 主
持 分

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成21年3月31日残高 ─ ─ 70 2,941 3,701

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 ─ ─ ─ ─ 2,000

当 期 純 利 益 ─ ─ ─ ─ 406

持分法の適用範囲の変動 ─ ─ ─ ─ △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42 42 △2 1,148 1,189

連結会計年度中の変動額合計 42 42 △2 1,148 3,536

平成22年3月31日残高 42 42 68 4,090 7,238

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

　 子会社はすべて連結しております。

(1) 連結子会社の数 17社

(2) 連結子会社の名称 ㈲ジェイ・ワン・インベストメンツ、㈲ミヤコキャ

ピタル、㈲ジェイ・ツー・中国投資 その他14社

(3) 前連結会計年度まで連結範囲に含めていた㈱ニコラスコーポレーションが事業

終了に伴い清算結了したため、当連結会計年度末において連結の範囲より除外

しております。なお、清算結了時までの損益計算書を連結しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社数 ９社

(2) 関連会社の名称 ㈲シー・エヌ・キャピタル、㈲シー・エヌ・ツー、

㈲シー・エヌ・スリー、㈲シー・エヌ・フォー、㈲

シー・エヌ・インベストメンツ、ストラテック㈱ そ

の他３社

(3) 前連結会計年度まで持分法適用関連会社に含めておりました中小企業不動産機

構㈱は、持株比率減少により関連会社に該当しなくなりました。同じく持分法

適用関連会社であったその他１社は、事業終了に伴い清算結了したため関連会

社ではなくなりました。

(4) 連結決算日と異なる関連会社の持分法の適用については、12月31日を決算日と

する㈲シー・エヌ・スリー、㈲シー・エヌ・フォー、㈲シー・エヌ・インベス

トメンツは、同社の決算に基づく財務諸表を使用しております。５月31日を決

算日とする㈲シー・エヌ・キャピタル、㈲シー・エヌ・ツー並びにその他１社

は、同社の仮決算に係る第３四半期財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、次のとおりであります。

会社名 決算日

連結子会社８社 12月31日

連結子会社１社 ２月28日
なお、連結子会社については、同社の決算日現在の計算書類を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。
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4. 会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）によっておりま

す。

　 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合等への出資については組合の財産の持分相

当額に基づき評価しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産

　定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

　 ② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

　 ③ 長期前払費用

　均等償却によっております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

　(4) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 ① 繰延資産の処理方法

　 株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。

　 ② 買取債権回収高及び債権回収原価の計上基準

　買取債権回収高は、回収時に回収金額を計上しております。

　また、債権回収原価については、将来のキャッシュ・フローを見積もること

が可能な債権を償却原価法によって算定し、見積もることが困難な債権を回収

原価法によって算定しております。
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　 ③ 買取不動産の評価基準及び評価方法

買取債権の自己競落又は債権管理回収業の一環として取得した買取不動 産

については、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）によっております。

なお、買取債権の自己競落により買取不動産を取得した際に発生する買取債

権回収差益については、買取不動産売却時まで繰延処理しております。

　 ④ 消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　なお、控除対象外消費税等は全額当連結会計年度の費用として処理しており

ます。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価の方法に関する事項

　 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。

Ⅱ. 連結貸借対照表の注記

1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

　現金及び預金 50百万円

　買取債権 4,292百万円

　買取不動産 5,959百万円

　投資有価証券 2,143百万円

　合計 12,445百万円

上記に対応する債務

　短期借入金 9,403百万円

　１年内返済予定の長期借入金 2,019百万円

　長期借入金 3,713百万円

　合計 15,135百万円
※ なお、上記以外に主要株主であるNISグループ㈱より連帯保証及び営業貸付金156百万円の

担保提供を受けております。また、上記以外に連結上相殺消去されている子会社出資金2,637

百万円を担保提供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8百万円
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3. 当座貸越契約及び貸出コミットメント

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 7,660百万円

借入実行金額 △7,053百万円

差引額 607百万円

4. 偶発債務

債務保証

以下の会社の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。

保証先 ターンアラウンド債権回収㈱

金額 650百万円（保証極度額2,700百万円）

内容 借入債務

Ⅲ．連結株主資本等変動計算書の注記

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
　 普通株式 1,712,440株
　 優先株式 20,000株

2. 当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。)の目的となる株式の種類及び数

　 普通株式 4,620株
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Ⅳ．金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、サービサー法に規定されている金融機関等が有する貸付債権等

の金銭債権（以下「特定金銭債権」）の買取及び当該買取債権の管理回収に関する業

務が主体であります。これらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調

整して、銀行借入による間接金融と社債の発行、優先出資等による直接金融により

資金の調達を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融資産は、主として特定金銭債権であり、顧客の契約

不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

また、投資有価証券は、主に株式及び組合出資金であり、純投資目的及び事業推進

目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の

変動リスクに晒されております。

借入金、社債及び優先出資等は、一定の環境下で当社グループが市場を利用でき

なくなる場合など、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒され

ております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスクの管理

当社は、当社が定める諸規則に従い、買取債権及び貸付金について、主管部署

が顧客毎の状況を定期的にモニタリングし、期日及び残高を管理するとともに、

財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会

社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、主管部署において信用情報や

時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②  市場リスクの管理

当社グループは、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するため

に、固定金利での調達を推進しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を

把握し、また、投資先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており

ます。

③  資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、各部署からの報告に基づき主管部署が適時に資金繰計画を作成・更新

するとともに、取引銀行１行と当座貸越契約を締結することなどにより、流動性

リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは、次表には含めておりません。（(注２)を参照ください。）

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 2,343 2,343 ─
(2)買取債権 16,673

貸倒引当金（※１） 2,715
13,957 13,957 ─

(3)貸付金

営業貸付金 924

短期貸付金 900

関連会社長期貸付金 133

貸倒引当金（※１） 571

1,387 1,387 ─

(4)投資有価証券
その他有価証券 892 892 ─

資産合計 18,581 18,581 ─

(1)短期借入金 16,120 16,120 ─
(2)社債 500 500 ─
(3)長期借入金 6,095 6,105 10

負債合計 22,715 22,725 10

（※１）買取債権及び貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除

しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事

項

資 産

(1)現金及び預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

また、定期預金については、短期間で満期を迎えるため、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)買取債権

買取債権については信用リスクを加味した見積将来キャッシュ・フロー等に

よる回収可能見込額に基づいて買取価額を決定しております。

個々の債務者の信用状態が買取後大きく異なっていない場合には、時価は帳簿

価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

また、個々の債務者の信用状態が買取後大きく異なり、見積将来キャッシュ・

フローが買取時より減少している場合には、当該減少分を貸倒見積高として算

定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見

積額を控除した金額に近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 営業貸付金、短期貸付金及び関連会社長期貸付金

営業貸付金のうち、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規貸付

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

　また、貸倒懸念債権については見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は

担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連

結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似

しており、当該価額をもって時価としております。
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(4) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、組合出資

金については、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行ったうえ、当該

時価に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております 。

また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上

額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

種類 取得原価
連結貸借

対照表計上額
差額

連結貸借対照表

計上額が、取得

原価を超えるも

の

株式 694 758 63

組合出資金 85 96 11

小計 780 855 74

連結貸借対照表

計上額が、取得

原価を超えない

もの

株式 ─ ─ ─

組合出資金 38 37 △1

小計 38 37 △1

合計 819 892 73

負 債

(1)短期借入金

短期借入金については、短期間で返済されるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額をもって時価としております。

(2)社債

社債については、短期間で償還されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額をもって時価としております。

(3)長期借入金

長期借入金の時価について、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、

金融商品の時価情報の「資産（4）」には含まれておりません。

（単位：百万円）

　区分 連結貸借対照表計上額

①非上場株式（※１） 519

②投資事業有限責任組合出資金（※２） 391

③匿名組合出資金（※２） 2,160

④優先出資証券（※１） 0

　 合計 3,071

（※１）非上場株式及び優先出資証券については、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（※２）匿名組合出資金は、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極め

て困難と認められるもので構成されていることから、時価開示の対象とはしてお

りません。

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

現金及び預金 2,343 ─ ─ ─ ─ ─

買取債権 114 96 71 57 58 90

貸付金

営業貸付金 ─ 50 ─ ─ ─ ─

短期貸付金 900 ─ ─ ─ ─ ─

　合計 3,358 146 71 57 58 90

※買取債権及び貸付金のうち貸倒懸念債権等、償還予定額が見込めない17,192百万円

は含めておりません。
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（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

短期借入金 16,120 ─ ─

社債 500 ─ ─

長期借入金 2,357 2,483 1,254

　合計 18,977 2,483 1,254

Ⅴ.１株当たり情報の注記

1. １株当たり純資産額 559円88銭

2. １株当たり当期純利益 166円66銭

・１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　 連結損益計算書上の当期純利益 406百万円

　 普通株式に係る当期純利益 285百万円

　 普通株主に帰属しない金額の内訳

　 優先株式に係る配当金 120百万円

　 普通株主に帰属しない金額 120百万円

　・普通株式の期中平均株式数 1,712,440株

Ⅵ．その他の注記

　（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成

20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。
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貸 借 対 照 表
(平成22年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 14,098 流 動 負 債 17,234

現 金 及 び 預 金 1,600 短 期 借 入 金 14,260

買 取 債 権 14,551 １年内返済予定の長期借入金 2,357

前 払 費 用 14 １年内償還予定の社債 500

預 け 金 57 未 払 金 27

そ の 他 84 未 払 費 用 7

貸 倒 引 当 金 △2,210 未 払 法 人 税 等 12

固 定 資 産 10,669 預 り 金 10

有 形 固 定 資 産 5 そ の 他 59

建 物 2 固 定 負 債 6,303

工具、器具及び備品 3 長 期 借 入 金 1,763

無 形 固 定 資 産 13 債 権 譲 渡 見 合 債 務 4,509

ソ フ ト ウ ェ ア 13 繰 延 税 金 負 債 30

投資その他の資産 10,649 負 債 合 計 23,537

投 資 有 価 証 券 1,350 純 資 産 の 部

関 係 会 社 株 式 68 株 主 資 本 1,118

その他の関係会社有価証券 722 資 本 金 3,036

出 資 金 1 資 本 剰 余 金 2,822

関係会社長期貸付金 11,098 資 本 準 備 金 2,822

長 期 前 払 費 用 0 利 益 剰 余 金 △4,740

そ の 他 27 利 益 準 備 金 2

貸 倒 引 当 金 △2,619 そ の 他 利 益 剰 余 金 △4,742

別 途 積 立 金 1,500

繰越利益剰余金 △6,242

評価・換算差額等 42

その他有価証券評価差額金 42

新 株 予 約 権 68

純 資 産 合 計 1,229

資 産 合 計 24,767 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,767

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

Ⅰ 営 業 収 益

買 取 債 権 回 収 高 3,770

不 動 産 売 上 高 9

そ の 他 の 収 益 498 4,278

Ⅱ 営 業 費 用

債 権 買 取 原 価 2,556

不 動 産 売 上 原 価 14

そ の 他 の 原 価 33 2,604

営 業 総 利 益 1,674

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,057

営 業 利 益 616

Ⅳ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 772

受 取 配 当 金 0

そ の 他 10 782

Ⅴ 営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,498

社 債 利 息 9

投 資 事 業 組 合 運 用 損 297

そ の 他 122 1,927

経 常 損 失 （△） △528

Ⅵ 特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 2

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,063

本 社 移 転 損 失 引 当 金 戻 入 額 7 1,073

Ⅶ 特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 19

関 係 会 社 株 式 評 価 損 3

そ の 他 関 係 会 社 有 価 証 券 評 価 損 0 23

税 引 前 当 期 純 利 益 521

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4 4

当 期 純 利 益 517

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成21年３月31日残高 2,036 1,822 1,822 2 1,500 △6,760 △5,258

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 1,000 1,000 1,000 ─ ─ ─ ─

当 期 純 利 益 ─ ─ ─ ─ ─ 517 517

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

事業年度中の変動額合計 1,000 1,000 1,000 ─ ─ 517 517

平成22年３月31日残高 3,036 2,822 2,822 2 1,500 △6,242 △4,740

　 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成21年３月31日残高 △1,399 ─ ─ 70 △1,328

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 2,000 ─ ─ ─ 2,000

当 期 純 利 益 517 ─ ─ ─ 517

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

─ 42 42 △2 40

事業年度中の変動額合計 2,517 42 42 △2 2,558

平成22年３月31日残高 1,118 42 42 68 1,229

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

― 34 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2010年06月09日 01時28分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.20 20100222_01）



　

個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

　  有価証券の評価基準及び評価方法

　 子会社株式及び関連会社株式

　 移動平均法による原価法によっております。

　 その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）によっておりま

す。

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法によっております。

　なお、投資事業有限責任組合等への出資については組合の財産の持分相

当額に基づき評価しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

　無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

　長期前払費用

均等償却によっております。

3. 引当金の計上基準

　 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
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4. 収益及び費用の計上基準

買取債権回収高は、回収時に回収金額を計上しております。また、債権回収原価

については、将来のキャッシュ・フローを見積もることが可能な債権を償却原価法

によって算定し、見積もることが困難な債権を回収原価法によって算定しておりま

す。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　(1) 繰延資産の処理方法

株式交付費

　 支出時に全額費用として処理しております。

　(2) 買取不動産の評価基準及び評価方法

買取債権の自己競落又は債権管理回収業の一環として取得した買取不動産につ

いては、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっております。

なお、買取債権の自己競落により買取不動産を取得した際に発生する買取債権

回収差益については、買取不動産売却時まで繰延処理しております。

　(3) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は全額当期の費用と

して処理しております。

6. 表示方法の変更

(損益計算書関係)

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「投資事業組

合運用損」（前事業年度 22百万円）は、営業外費用総額の100分の10超となった

ため、区分掲記しております。
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Ⅱ．貸借対照表の注記

1. 担保に供している資産

　現金及び預金 50百万円

　買取債権 3,037百万円

　投資有価証券 1,153百万円

　合計 4,240百万円

上記に対応する債務 　

　短期借入金 7,543百万円

　１年内返済予定長期借入金 2,019百万円

　長期借入金 1,738百万円

　合計 11,300百万円

　なお、上記以外に子会社の買取不動産5,430百万円、投資有価証券1,672百万円の

担保提供を受けており、主要株主であるNISグループ㈱より連帯保証及び営業貸付金

156百万円の担保提供を受けております。

　また、上記以外に子会社の借入金3,835百万円に対して買取債権1,254百万円を担

保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8百万円

3. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

債権譲渡見合債務 4,509百万円

4. 当座貸越契約及び貸出コミットメント

　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　当座貸越限度額の総額 5,800百万円

　借入実行金額 △5,193百万円

　差引額 607百万円
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5. 偶発債務

　債務保証

次の関係会社について、金融機関からの借入に対して、債務保証を行っており

ます。

保 証 先 金 額 内 容

㈲ジェイ・ワン・インベストメンツ 　 3,835百万円 借入債務

6. 債権譲渡見合債務

　買取債権を連結子会社である㈱西新宿投資２号に譲渡することにより、資金調達

を行っております。当該譲渡については当社が、㈱西新宿投資２号への劣後出資に

より実質的なリスク負担をしているため、金融取引として処理しております。なお、

譲渡代金については、債権譲渡見合債務として認識しております。

Ⅲ．損益計算書の注記

　 関係会社に対する取引高

　 営業取引以外の取引高

　受取利息 770百万円

　投資事業組合運用損 290百万円

貸倒引当金戻入額 1,063百万円

Ⅳ．株主資本等変動計算書の注記

　 当事業年度における自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。
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Ⅴ．税効果会計の注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

繰延税金資産

　貸倒引当金繰入限度超過額 1,642百万円

　貸倒損失自己否認額 12百万円

　未実現利益に係る一時差異 20百万円

　株式報酬費用否認額 27百万円

　投資有価証券評価損否認額 19百万円

　繰越欠損金 1,919百万円

　その他 4百万円

　評価性引当額 △3,647百万円

　繰延税金資産合計 ─百万円

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 30百万円

　繰延税金負債合計 30百万円

　繰延税金負債純額 30百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7％

　(調整)

　評価性引当額の増加 △40.5

　その他 0.6

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.8％
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Ⅵ．リースにより使用する固定資産の注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータ・システム一式等について

は、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

工具、器具及び備品 14 10 3

ソフトウェア 14 9 5

合計 29 20 8

2. 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5百万円

１年超 3百万円

合計 9百万円

3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

支払利息相当額 0百万円

4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期

の配分方法については、利息法によっております。

― 40 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2010年06月09日 01時28分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.20 20100222_01）



　

Ⅶ．関連当事者との取引の注記

1. 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

主要株
主

中小企業信販
機構㈱

18.2
(直接)

資金の借入

資金の借入
(注)２

500 短期借入金 500

利息の支払
(注)２

27 ─ ─

主要株
主

NISグループ
㈱

14.7
(直接)

資金の借入

資金の借入及
び返済(注)２

3,900 ─ ─

利息の支払
(注)２

50 ─ ─

手数料の支払 22 ─ ─

資金の貸付

資金の貸付及
び回収(注)３

500 ─ ─

利息の受取
(注)３

1 ─ ─

手数料の受取 1 ─ ─

債務被保証

当社の借入金
に対する債務
被保証(注)４

4,600 ─ ─

当社の銀行借
入金に対する
営業貸付金の
担保受入及び
債務被保証
(注)５

109 ─ ─

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １．上記取引金額については、消費税は含まれておりません。

２．資金の借入に係る利息については、借入先の調達金利等を勘案し、両社協議の上決定して
おります。

３. 資金の貸付に係る利息については、当社の調達金利等を勘案し、両社協議の上決定してお
ります。

４. 当社は、借入に対してNISグル－プ㈱より債務保証を受けております。なお、年率0.1%の保
証料を支払っております。

５. 当社は、銀行借入に対してNISグル－プ㈱より債務保証を受けております。なお、年率0.2%
の保証料を支払っております。
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2. 子会社等

属性
会社等
の名称

議決権等
の所有割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社

㈲ジェイ・
ワン・イン
ベストメン
ツ

100.0
(直接)

資金の貸付
担保の受入
債務保証

資金の貸付及
び回収(注)１

1,052
関係会社
長期貸付金

10,996

利息の受取
(注)１

765 ─ ─

当社の借入金
に対する担保
受入

11,140 ─ ─

債務保証
(注)２

3,835 ─ ─

㈱西新宿

投資２号

100.0

(直接)
資金の調達

劣後出資
(注)５

1,041
その他の関係
会社有価証券

721

買取債権の譲
渡(注)４

5,041
債権譲渡見合
債務

4,509

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １. 資金の貸付に係る利息については、当社の調達金利等を勘案し、両社協議の上決定してお

ります。なお、担保は受け入れておりません。
２．㈲ジェイ・ワン・インベストメンツの借入に対して、債務保証を行っております。なお、

保証料は受け取っておりません。
３．子会社等への貸倒懸念債権等に対して、合計2,619百万円の貸倒引当金を計上しておりま

す。また、当事業年度において1,063百万円の貸倒引当金戻入益を計上しております。
４．買取債権の譲渡については、当社の算定した対価に基づき交渉の上、決定しております。
５．㈱西新宿投資２号が、買取債権を取得するにあたって調達した資金の一部を引き受けたも

のであります。
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Ⅷ．１株当たり情報の注記

1. １株当たり純資産額 △560円37銭

2. １株当たり当期純利益 231円79銭

・１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　損益計算書上の当期純利益 517百万円

　普通株式に係る当期純利益 396百万円

　普通株主に帰属しない金額の内訳

　 優先株式に係る配当金 120百万円

　普通株主に帰属しない金額 120百万円

　・普通株式の期中平均株式数 1,712,440株
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成22年５月14日
ニッシン債権回収 株式会社

取 締 役 会 御中

三 優 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 髙 瀬 敬 介 ㊞

業務執行社員
公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ニッシン債権回収株式会社の
平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかど
うかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営
者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、ニッシン債権回収株式会社及び連結子会社から成る企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成22年５月14日
ニッシン債権回収 株式会社

取 締 役 会 御中

三 優 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 髙 瀬 敬 介 ㊞

業務執行社員
公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ニッシン債権回収株式会
社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第９期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表
明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の
表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし
て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを
含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第９期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使
用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取
締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及
びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成22年５月17日
ニッシン債権回収株式会社

常勤監査役 白 石 幸 雄 ㊞

社外監査役 山 田 啓 之 ㊞

社外監査役 出 元 英 伸 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
　議 案　取締役７名選任の件

　取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。新たな

経営体制構築により迅速な意思決定を行う為、４名減員して取締役７名の選任を

お願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

１
合 田 益 己
(昭和29年５月13日)

昭和54年６月 日新商事（現NISグループ株式会社）
入社

普通株式

22,296株

平成12年10月 同社管理部長
平成13年７月 当社取締役審査部長
平成14年６月 当社取締役審査部長兼総務部長
平成15年６月 当社取締役総務部長
平成16年１月 当社常務取締役総務部長
平成16年６月 当社常務取締役
平成17年７月 当社常務取締役事業開発部長
平成18年７月 当社常務取締役
平成18年８月 当社常務取締役兼執行役員
平成19年６月 当社代表取締役社長兼執行役員
平成22年４月 当社代表取締役会長兼執行役員

（現任）

２
森   泉   浩   一
(昭和42年４月３日)

平成15年11月 株式会社グラックス・アンド・アソシ
エイツ取締役

普通株式

403株

平成17年２月 当社アセットマネジメント部副部長
平成17年７月 当社アセットマネジメント部長付部長
平成17年９月 当社アセットマネジメント部長
平成18年８月 当社執行役員アセットマネジメント部

長
平成19年６月 当社取締役兼執行役員アセットマネジ

メント部長
平成19年12月 当社取締役兼執行役員投資事業部長
平成21年６月 当社常務取締役兼執行役員投資事業部

長
平成22年４月 当社代表取締役社長兼執行役員投資事

業部長（現任）

３
山 口 達 也
(昭和46年４月５日)

平成６年４月 株式会社ニッシン（現NISグループ株
式会社）入社

普通株式

2,165株

平成15年10月 同社経営企画部副部長
平成16年３月 当社経営企画部長
平成17年11月 当社経営企画部長兼総務部長
平成18年８月 当社執行役員経営管理部長
平成19年６月 当社常務取締役兼執行役員経営管理部

長（現任）
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４
豊 嶋 秀 直
(昭和14年３月30日)

昭和40年４月 東京地方検察庁検事

普通株式

259株

昭和63年12月 東京高等検察庁検事
平成５年７月 最高検察庁検事
平成９年12月 公安調査庁長官
平成12年11月 福岡高等検察庁検事長
平成13年10月 弁護士登録（東京弁護士会)
平成17年６月 当社取締役
平成18年８月 当社取締役兼執行役員（現任）

５
清 水 克 敏
(昭和29年４月９日)

平成11年４月 株式会社リサ・パートナーズ取締役

普通株式

1,250株

平成14年10月 株式会社エイマックス取締役
平成15年６月 当社審査部長
平成16年１月 当社取締役審査部長
平成16年３月 当社取締役アセットマネジメント部長
平成17年９月 当社取締役アセットマネジメント部担

当
平成18年６月 株式会社ニッシン（現NISグループ株

式会社）取締役
平成18年８月 当社取締役（現任）
平成19年６月 NISグループ株式会社常務取締役
平成21年１月 中小企業不動産機構株式会社代表取締

役（現任）
平成21年３月 SME不動産販売株式会社代表取締役

（現任）
（重要な兼職の状況)
中小企業不動産機構株式会社代表取締役
ＳＭＥ不動産販売株式会社代表取締役

６
寺 崎 洋 二
(昭和22年11月12日)

昭和46年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな
銀行）入行

―株

平成７年12月 株式会社小林洋行入社
平成９年12月 株式会社フジトミ入社
平成16年12月 株式会社アーバネットコーポレーショ

ン入社
平成20年12月 中小企業人材機構株式会社入社
平成21年１月 中小企業不動産機構株式会社社外監査

役（現任）
平成21年２月 当社取締役（現任）
平成21年３月 SME不動産販売株式会社監査役

（現任）
平成21年３月 株式会社ベンチャー・リンク社外監査

役（現任）
（重要な兼職の状況)
中小企業不動産機構株式会社社外監査役
ＳＭＥ不動産販売株式会社監査役

７
斉 藤 守
(昭和45年９月26日)

平成９年10月 寺山公明司法書士事務所

―株

平成16年４月 松崎敏雄司法書士事務所
平成19年２月 NIS不動産株式会社入社
平成20年７月 NISグループ株式会社入社
平成21年４月 中小企業債権回収機構株式会社入社

（現任）
（重要な兼職の状況)
中小企業債権回収機構株式会社使用人

(注) 1. 各候補者と当社との間における特別の利害関係は以下のとおりです。
（1）清水克敏氏は、中小企業不動産機構株式会社の代表取締役及びSME不動産販売株式会社の代

表取締役を兼任しており、当社の子会社は両社との間に、不動産売買等の取引関係があり
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ます。
（2）寺崎洋二氏は、中小企業不動産機構株式会社の社外監査役及びSME不動産販売株式会社の監

査役を兼任しており、当社の子会社は両社との間に、不動産売買等の取引関係があります。
（3）斉藤守氏は、中小企業債権回収機構の使用人であり、当社は同社との間に、資金の借入等

の取引関係があります。
（4）その他の取締役各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 豊嶋秀直氏は、「債権管理回収業に関する特別措置法」第５条第４項に定める取締役弁護士

の候補者であります。
3. 寺崎洋二、斉藤守の両氏は、社外取締役候補者であります。
（1）寺崎洋二氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の銀行業務、経営管理業務に関する豊

富な経験を、当社業務執行等に対する経営監督に活かしていただきたく、社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、当社の社外取締役であり、社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって
１年５ヶ月となります。

（2）斉藤守氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の債権管理回収業務に関する豊富な経験
を、当社業務執行等に対する経営監督に活かしていただきたく、社外取締役として選任を
お願いするものであります。
なお、斉藤守氏は、過去５年間にNIS不動産株式会社及びNISグループ株式会社の使用人で
ありました。NISグループ株式会社及びその子会社であったNIS不動産株式会社は、過去に
おいて当社の親会社及びその子会社であり、当社の特定関係事業者でありましたが、平成
20年12月にNISグループ株式会社が保有していた当社普通株式の持分が減少したため、両社
は、当社の親会社及びその子会社に該当しなくなり、当社の特定関係事業者ではなくなり
ました。

4. 当社は、現行定款において、社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該
定款に基づき当社が社外取締役候補者である各氏と継続又は締結する予定の責任限定契約
の内容は次のとおりであります。
（責任限定契約の概要）
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつ
き善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金10百万円又は法令の定める額のいずれ
か高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

以 上
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インターネットでの議決権行使について

 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項

　議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承の上、行使

していただきますよう、お願い申しあげます。

1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記

URLをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、

インターネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権

行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。

2) 今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効

です。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いた

します。

3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネ

ットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

4) インターネットで複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行

使としてお取扱いいたします。

5) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主

様のご負担となります。

 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

1) http://www.it-soukai.com又はhttps://daiko.mizuho-tb.co.jpにアクセスして

ください。行使期間中の午前３時～午前５時は上記URLにアクセスすることがで

きません。

2) 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してくださ

い。議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙

右下に記載しております。

3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

 3. ご利用環境

　 パソコンをご利用の場合

◎ パ ソ コ ン Windows®機種

(PDA、携帯電話、ゲーム機には対応しておりませ

ん。）

◎ ブ ラ ウ ザ Microsoft®Internet Explorer5.5以上

◎ インターネット環境 プロバイダとの契約などインターネットが利用でき

る環境

◎ 画 面 解 像 度 1024×768以上をご推奨いたします。

＊Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は

商標です。
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 4. セキュリティーについて

　行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用してお

りますので、安心してご利用いただけます。

　また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご

本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社

より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

 5. お問い合わせ先について

1) 議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

　 みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

　 電話 0120－768－524 （フリーダイヤル）

  (受付時間 ９：00～21：00 土日休日を除く）

2) 上記1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

　 みずほ信託銀行 証券代行部

　 電話 0120－288－324 （フリーダイヤル）

  (受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く）

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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定時株主総会会場ご案内図

　 会 場：東京都千代田区九段北４丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷

５階「穂高」

●交通機関

・地下鉄有楽町線・南北線 市ヶ谷駅Ａ１-１出口

・地下鉄新宿線 市ヶ谷駅Ａ１-１またはＡ４出口

・ＪＲ中央線（各駅停車） 市ヶ谷駅

上記各出口から徒歩約２分
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